
雄弁の臨界､∴法の必要性
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ディドロの『ある交㌢その子どもたちの対話』

田口卓臣
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はじめに

ディドロの『ある父とその子どもたちの対話』は､彼の盟友フリードリッ

ヒ●メルキオール･グリムの編集する『文芸通信』1771年3月1日号に発表

され､その後も断続的に加筆されたl｡この作品は､法と道徳をめぐるディド

ロの思想ないし思想的葛藤について知る上七注目に催する｡
｢法の上に身を置くことの危険についてdudan$erdesemettreaudessusdes

lois｣という副摩を踏まえれば､この作品で提示されている認識とは､｢いか

なる場合であっても､ひとは法に従わねばならない｣という命題に変換可能

だろう｡実際､作品執筆当時のディドロについて､グリムの愛人であるデピ

ネ一夫人は､ガリアニ神父に向けた手紙の中で次のように語っている｡

あなたにお伝えしておかなければなりません｡私は､時には法の上に身を置く

ことの必要性について､哲学者(=ディドロ)と話し合ったのです｡この会話

の模様を出版させるとしたならば､私は｢法の上に身を置くことの危険につい

て｣という題をつけることでしょう｡′彼は危険であると主張し､私は必要であ

ると主張しました｡そのかなり長い口論の後も､(中略)結局､私たちは二人と

lpaulⅥmi弛Ⅰ血duc血de′伽曾伽摘〆佗のe¢脚eゆぬ,肋ⅥeSpbilos叫iqu飴

deDideroちClassiquesGamieh1990,P･405･ゲルハルト･スタンジェはこの作品を､『文
芸通信』に発表された初稿､1773年時点での原稿､1773年以降に加筆され死後に遺さ

れた原稿､という三つのグループに分け､加筆されていく箇所の内容の分析を行いな

がら､ディドロの思想的な変遷を跡づけている0､仙G血如tSt孤geち肋加g摘伊彪

ChezDidkTDt甲raSrEncyclqpedie,Universitas,1994,PP･307-9.なお､私たちは作品読解に
あたって､α㈹α呼肋郎deDide叫Hem紬(以後DPVと略記),Ⅶ,血相血d･〟〝

〆柁卯eC肺門何晦掛465→96を使用する｡『文芸通信』は､C加陀甲州血靴浮肋痢Ⅶね

〆伽呼物〟e抽鱒押ち卯rG血椚一β肋叫皮叩ん肋血町政,`d.M.恥皿eロX,G皿i∈ち
Ⅰ877-1細い6vol･を参凰この雑執こ掲載された作品の書誌については､U･K8lvinget
J･Carri叫hventa鵬鹿h7Cb〝叩Onhnce伽如ire鹿Gr加met腸Lster,Studiesonlbltaire

恥d鵬ei如鹿血闇血町(以後SⅦCと略記),YOl･225-22=meⅦぬ如Found血叫19糾.
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も各自の意見にとどまりました2｡

ディドロは､サロンにおける現実の会話の中で､｢法の上に身を置くこと｣は

｢危険｣であると主張し譲らなかった｡まずこの事実を踏まえよう｡しかし

私たちは同時に､次のことを銘記しておきたいQ即ち､ディドロは自らをモ

デルとした哲学者｢私｣を作品の語り手に設定し､その｢私｣による激しい

弁論形式のもとで｢法の上に身を置くことの必要性｣に関する議論を展開さ

せているのだ｡なるほど｢私｣の雄弁的なディスクールには､様々な人物か

らの演繹的な反論が対置されているし､しかも後者の論証のほうがより説得

的であるとの感想を抱くことも可能である0しかし少なくとも｢私｣自身が

他の人物たちの発言に説得されている気配は微塵もないし､また読者の立場

から見ても､作品の最末尾にいたるまで何かが決定的に解決された観はない

のである｡つまり｢法の上に身を置く｣という主題をめぐって､危険似必要

性の二律背反が浮上していると言い換えてもよい｡

ではなぜ､どのような意味で､｢危険性｣を強調する命題が､わざわざ作品

の副題に冠されているのだろうか｡つまりそれは､どのような思想的葛藤を

経た上での解答なのであろうか｡いやそもそも､それは本当にディドロの出

した解答なのだろうか｡

確かにそうだと言える｡デピネ一夫人の証言もそのことを裏づけている0

しかしそれがどのような種類の解答であるのかを見極める作業が必要だろう0

そのためには作品の細部を注視し､丁寧に解きほぐしてみなければならないQ

その際､登場人物たちの言表内容や､その内容に与えられている表現形式一

-とりわけ｢私｣の言表における内容と形式の関係､そして作品全体が対話

形式を選択している事実一に着目しよう30後に見るように､この視点は

2Dide叫Cb〝叩0血ce,id･D･RothetJ･WlooちParis･EditionsdeMimit1955･1970,

tomex,P.253.《11fhtquejevousconteuneCOnVerSationquej,aieueaYeClephilosq}hesur
laniccssitidesemettrequelquefoisau-dessusdeslois,quej'intitulerais,Sijela血isais
i叩nm¢r‥血…肋間訂虚"別冊肋曾血一触ぁわ奴/如血皿e山野血eassezlo叩e,0川

sotltenaitledanger;etmOilanecessiti,(･･･)nousrest如estousdeuxd皿SnOtreOpinion･サ
ユハーバート･ディークマンによれば､デイドロにとっては､自分の思想を説明する

にあたってその内容に見合った文学形式を選択することが､それ自体思想的な間葛で

あった｡例えば､決定的な解答を与えることのできない問題を扱う場合､彼は∝m鹿

形式を採用し､澗題に取り組む自分の態度自体を対象化しようとtた､とディークマ

ンは言う｡この指摘臥六つの¢0血Sのひとつと呼ばれる『ある父とその子どもたち

の対話』を研究するうえでも示唆に富むものである｡HerbertDicckmann,《Lapenseeet
sesmodcsd･expression》,CihqLefOn"ZLrD肋叫LibmirieDro瓜ibrairicMinard･
G飽如e〝おiち1959,pp.71-94.
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18世紀哲学にとって根本的な､雄弁占loquence(とその限界)の問題へとつ

ながることになる｡ 【′}
1

ヽ
■

--

･一手r

■

決定的な解の不在

『ある父とその子どもたちの対話』は､語り手の｢私｣が､｢優れた判断力｣

を持ち｢敬虔｣で｢誠実｣なキリスト教信者だった亡き父をしのぶところか

ら幕を開ける4｡ついで｢私｣は､ある冬の夕方のことを回想し､暖炉の前で

一家四人-｢私の父｣､弟､妹､そして｢私｣ノ自身-の交わした会話を再

現し始める｡この雑談混じりの知的な会話は､外からの訪問者たちの登場に

よって中断されつつも､作品の最終部まで断続的に引き継がれていく｡一方､

訪問者たちの登場をきっかけとして､思想的･主題的に重なる幾つかのエピ

ソードが紹介され､さらには､それらのエピソードをめぐる登場人物たちの

諸々の意見が対話形式のもとに括き出される｡

エピソードは､四つのグループに整理できる｡第一に､｢私の父｣がかつて

関わったある神父の遺産相続にまつわる話｡これは作品の前半から後半まで

全体を通して､幾度か中断をはさみながら続けられていく｡第二に､｢私の父｣

の主治医として来訪してきたピッセーが担当する､瀕死の男にまつわる話｡

この件をめぐって｢私｣は､哲学者としての｢私｣の意見に与しない医師を

説得しようとして､様々な具体例を織り交ぜた弁論を展開する｡第三に､修

道院長､警察代理官､技術者を伴ってディドロ家を訪れてきた帽子屋にまつ

わる話｡帽子屋自身が出した問いに対して､同伴の修道院長たちも含め､多

様な価値判断が提示されることたなる｡そして第四に､｢私｣の弟が｢私｣に
対して語ってみせる､カルゾライオという正義感の強い男の話である一第

四については､本稿で詳しくは扱わない-｡

これらのエピソードは全て､ある一定の状況に直面した当事者のとった行

動が､果たして善であったのか悪であったのか､という価値判断の問題と直

結している点で共通している｡そしてさらに言えば､どのケースについても

最終的な結論が遂に与えられないということが､注意を引く｡

帽子屋のケースは最も典型的である｡彼自身の証言によれば､彼は病の妻

を世話するために､十八年間自分の全収入をつぎこみ負債まで負うことにな

った｡その妻が二週間前に死んだ時､彼は疲労と窮乏の極限に達していた｡

4DPViXⅡ,p.465:《Monp色re,hommed,uneXCellentjugement,mai$hommepieux,ぬit

renommddanssaprovincepoursaprobitirigotmuse.》
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ぉりしも嫁入り財産dotとして彼女が持参した装身具はいまだ新品のままで
ぁり､そして検事代理官のミシュラン氏に貸し付けられていた妻の金が返済

され､その金額は二万フランにものぼった0法に従うのであれば､彼女の傍

系の親族たちにも財産を分配するのが筋だったが､彼はそれらを盗んでしま

った｡この証言を終えた帽子屋は､同席する人物たちの前で自問自答する｡

｢私がしたことは善かったのでしょうか?悪かったのでしょうか?5｣

層か悪か｡道徳的対立概念をこのように畳み掛けるように並列し､当該ケ

ースがどちらの概念に帰属するのかを問う疑問文の類型は､ディドロ作品に

頻出する｡例えば､代表的な小説作品『運命論者ジャックとその主人』では､

二人の主人公の対話中にしばしばこのタイプの疑問文が挿入されているし､

晩年の劇作晶『彼は善人なのか?悪人なのか?助一銅仰7郎卜紬`血椚′7』は､

タイトル自体に同型の一文を採用している占○これらの文言のうちには､その

間題提起に対する決定的な解答の不可能性があらかじめ想定されているよう

に思われる｡実際､｢これだけ様々な身分の､しかも全て公正で啓蒙されたひ

とびとから､私が必要としている忠告を聞くことができないとしたら､それ

はひどい偶然でしょう7｣という帽子屋の､同席者たちへの期待にも関わらず､

彼の問いに対する解答は価値判断のレベルで完全に二分されてしまうのだ0

のみならず､個々の価値判断をもたらす根拠も､したがって個々の解答が導

き出されるまでの思考のプロセスも､千差万別となるのである0

具体的に解答例を見てみよう｡帽子屋に同伴された修道院長､司法官､幾

何学者､｢私｣､｢私の父｣が出した答えを､各々の核の部分のみ抜粋･列挙す

れば以下のようになる｡

｢修道院長:おそらくその金を盗るべきではなかった｡しかし既にそれを盗っ

てしまった以上､私の考えでは､君はそれを持っておくべきだ｡｣/｢司法官:(略)

法というものが存在している｡そして法は､君に対してその元金の用益権も所

有権も霞めてはいない｡私を信じなさい○法の求めるところに従いなさい｡誠

実なひとになりなさい｡もし施療院に行かねばならないとしたら､それもしか

たがない｡｣/｢幾何学者:(妻の病に出費した金額が､彼の盗んだ二万フランと

ほぼ同額であることを確かめてから一引用者注)よろしい0もしひとが､二

万フラン持っているなかから二万フランを支払えば､残りはゼロだ｡｣/｢私:法

5DPV;XlI,P.480:《Aljebienfhit?Aijemalfhit?》

6D皿isDidemt,血cqueslebLqZiiEeetSOn仇戚佃,id.SimoneLecointreetJeanLeGalliot･

Libm抽DmちGen色Ye,197`.Ⅵ血乱朗iDpVXXⅡⅠ,励トガム仰?郎ト〟桝`血扉7,pp･382･479･
7DPV;ⅩⅡ,P.479:<くCeSemitgrandhasardsijenetrouvaispasdansdespersonnesd,itatsi

di能rentettoutes6galementjustescteclaireesleconseildontj'aibesoin…》
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が常識を持たないところでは､哲学は沈黙します｡｣/｢私の父:あなたは私たち

に告白しましたね｡奥さんの相続財牢声奪ってしまって以来､心の平穏を失っ
てしまった､と｡では､あ卑たから最も大きな財産を奪ってしまったその金は､

あなたにとっていったツ何の癖こ立つのですか?その金をさっさと使ってしま
いなさい｡飲み､食バ､寝て､働き､もし我慢できるのならば自分の家にとど

まって幸せになりなさい｡あるいは､もし自分の家にとどまることに耐えられ

ないならば､どこか別の場所に行って幸せになりなさい8｡｣

ここでの目的は､それぞれの解答例とその論理的根拠をこと細かに比較･検

証することにあるのではない｡重要なのは､これだけ多様な判断が下されて

いる一方で､それに対する何らかの説得的な決着が全くつけられていない､

という単純な事実である｡判断は､ただ並列されるしかないかのように見え

る｡なるほど上の引用部分の直後に発せられる｢私はジュネーヴへ行きます9｣

という帽子屋の宣言は､｢私の父｣の意見を表面上受け入れているかのようだ｡

しかしこの帽子屋の決断は､いかなる脈絡もなしに｢唐突にbn遁queme吼な

されたものであって､しかも彼は宣言するやいなやその場を立ち去ってしま

うのである｡結局､取り残された人物たちは､帽子屋の決断の根拠について

あれこれ憶測を語り合うだけであり､自分たちの下した判断のうちいずれに

最も正当性･説得性があったのかということに関しては宙吊りを余儀なくさ

れてしまうのだ｡

価値判断は多様に分岐せざるをえない｡それは､超越的な視点のもとに物

事を認識することが不可能であるという事態と相補的である｡誰もが納得さ

せられるような決定的な解は存在しないのだ｡ところでこのような事態は､

ディドロ作品を読む者にとって､さして驚くべきことではない｡それは既に

『百科全書』編集時期の彼の中で胚胎していた認識である｡というのも､『百

科全書』のダランベールによる｢序論Jやディドロ自身による項目｢百科全

書｣において提示された｢世界地図mappemonde｣の比喩-『百科全書』

は人間の知識を｢世界地図｣的な配置のもとに提示する読みであるという比

8DPV;ⅩⅠⅠ･P･481-2:《Lepneur:Peut一£trenetaIlait-ilpasprmdrecetarg叫maispulSquetu

l'aspns･mOnaVisestquetulegardes･/Lem喝istrat‥ilyadesloisetcesloisnet,accordent

nil,usuhit･mi1apropriit岳duc叩itaI･Crois-mOi,Satishis乱Ⅸloisetsoishonnetehomme;a

I'hqpital,S'ille魚ut･/Legiometre:Ehbien,quidcvingtmi11e蝕mcspayevingtmi1lefrancs,

reSteZiro･/Moi:Laphilosophiesetaito血Ialoin,apaBlesenscommtn･/Monp色re=V?uS
nOuSaVe2:COn飴ss6quedqmisquevousaviez叩01iilasuccessiondevotre飴mevousaVle2:

Perdulercpos;etiquoivotJSSertdoncceta唱entquiYOuSa6tileplusgranddesbiens?
D飽ites･VOuSenViteetbuvez･nangeZ,dornez,traVai11ez,SOyeZhetmeuxchezvoussivousy

㌢3蒜認諾?謂芸器諾器諾血chezvo揖･》
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喩一には､次のようなことが含意されているからだ｡即ち､世界の知識は､

地球の地理が｢地図｣への投影によって把捉されるのと同様に､言語の媒介

によってどこかしら歪みを畢んだ形で獲得されざるをえないということであ

る｡当然｢地図｣を措く者のとる視点によって｢世界地図｣はいかようにも

変形･変質する｡その多様性･複数性は､到達されるべき理想状態といった

類のものではなく､不可避的な現実として許容するほかないものなのである｡

『百科全書』は､なるほど相対的に信頼に足る｢哲学者｣の視点によって構

成されているけれども､結局｢世界｣そのものを完全に把捉する超越的な知

を､そこに期待することはできない0神のみが普遍的な秩序に関する完全な

知を有しており､対して人間の知は断片的で､限界があり､常に誤謬に陥る

可能性にさらされているのである10｡

認識の条件についての諷乱とでも言うべき以上の思考方法軋『ある父と

その子どもたちの対話』にもはっきりと刻印されている0その思考方法を支

ぇる理論的確信一決定的な解の不在が不可避的な現実であるという確信-

-が踏まえられた上で､作品内ではさらに､｢自然｣と｢法｣との価値対立が
描かれる｡言い換えれば､この価値対立に関する原理的な解決はありえないQ

しかし一方で､諸々の個別具体的な生の局面では､ひとは常に･既に一刻を

争う判断を､そして実際の態度選択･行動実践を迫られることをディドロは

看過しない｡認識面での決定不能性を確落するにとどまるのではなく､ある

種の実践的な結論を出そうとしているように思われるのだdしたがって私た

ちもその思考のプロセスを､順を追いながらたどっていきたい｡

10この分析は次の研究をほぼ踏襲している｡He血正DieckmaELn･《Systeme
et

h叫虚血,n血お1岬掴由deDidemt》･C叫亘叩刑Ⅷ肌朗血叫pp･46叫$･また､ジャッ

ク･プルーストはミシェル･フーコーの『言葉と物』を引きながら､『百科全割にお

ける｢世界地図｣と｢世界｣との関係は､｢言葉｣と｢物｣の関係とパラレルであると

いう正当な指摘をしている｡VbirJacquesProusち《Diderotetlesystemedesconmissances

bum血s》,SⅦC,VOl.256｣988･『百科全割の｢序論｣および項目｢百科全乱の原
典は､D･Alembed,Di5co椚PTiLLminoin血iditezuT鹿rEncyclopidie､そしてDiderot･ar(･

《肋yclop蝕e》,D叩Ⅶ,p･216･なお､デイークマンも引用しているデイドロのエッセ

ーとして､正しく｢われわれの判断の多様性について｣というタイトルのものがある｡
vbir《Surladiversit6denosjugements〉〉,aZLVTWConpLetesdeDiderot,id･Assezatet

恥皿酷,P町i針馳mierF血es,1875,bmeⅣpp･22-25･ディークマンの研究を踏まえ､か

っ入念な文献批判を経た上での秀抜なデイドロ後期政治思想研究としては次のものが

ある｡Gi8nluigiGoggi,《Dide-Ot,1esphysiocratesetl,Angleterre》･danskietoiLleuTT:le

戯.加J伽e血如〟グ壷劇,腸ね喝がq脾血d血印混ざ伽血,恥吋0,19粥･pp･47-65･
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雄弁家の倫理

『ある父とその子どもたちの対話』ほは､既に指摘したように､ピッセー

という｢私の父｣の主治医が垂喝する｡彼は｢私たちの街の元市長ド･ラ･

メザンジエール氏といラダ室のもとで働いていた､年寄りのいかさま執事11｣
を治療している｡｢この執事｣は､｢市長｣の名を不正に使うなどして無数の

横領･詐欺を犯したかどで､｢死刑ではないにしても名誉刑に服することにな

っていた12｣｡ピッセー医師は｢その地方一帯｣の注目を集める｢この事件｣

に対して13､中立の立場を保ち､病気の状倦が塵めて悪い｢この執事｣の治

療を辞めないと発言する｡これに対して｢私｣は激しく反対し､この｢悪人｣

の治療の不当性を証明しようと努めるのみならず､ピッセー医師の考えを変

えるべく様々な修辞を駆使した説得の弁論を開始するのである｡私たちが注

目したいのは､こうした｢私｣のディスクールの形式が持つ意味であり､と

同時に､その言語的表現形式を支える思想的･道徳的･歴史的根拠である｡

なぜ｢私｣は反対するのか?そしてなぜ｢私｣は医師を説得しようと試み

るのか?その根拠は次に引く｢私｣自身の言葉のうちに見出される｡

あなたに､私に､あらゆる善い市民に共通する仕事があ,ります｡それは､全力

を尽くして共和国の利益のために働くということです｡私は思うのです｡どっ

ちみち法が共和国から除去しようとしている悪人を救済することは､共和国に

とって､利益にはならない､と14｡

言うまでもなく､これは古代ギリシア･ローマにおける｢共和国｣の理念を

参照している｡｢共和国｣の構成員たる｢市民｣たちは､その共同体全体の利

益のために行動･献身する義務を負っている｡｢私｣によれば､既に｢法｣が

｢悪人｣とみなした｢この執事｣の命を救うことは､｢共和国の利益｣に反す

llDPV;Ⅹ札p.469:《unVieux鮎pond,intendantd,unM.delaMisangere,anCienmairede

no加Ville》｡当時の職業等については､フランソワ･オリグイエ･マルタン『フラン
ス法制史概説』塙浩訳､創文社､19S6年/1996年､を参照｡18世紀の法制史について
はマルタンの著作の他に､M訂(冶1M鵬on,β加わ仰〃鹿鹿∫血ぎガ血肋那虚血凡甘〝ぐed〟

∬ⅧketXf7HksikZ&,1923/r6impression,Paris,1979;RolandMousnier,LesirLStitzLtionsゐ

ね伽〃ぐ"○揖椚¢椚ぁぉ,Pt几2voIs;日本帯文献として､石井三記『l$世紀フランス
の法と正義』名古屋大学出版会､1999年､などがある｡
12DPV;ⅩⅢ,P･469:《ilitaitalaveilledesubirunePemein払mantesinoncapitale･》

13DPViXm,p･469:《Cettea飽ireoccq)aitalorstoutelaprovince･》

14DPV;XIl,PP･469470:《ilyaunefonctioncommunCatOutboncitoyen,aVOuS,amOi,

C'estdetrwaillerdetotrtenotreforceal,avant喝edelar`publique,etilmesemblequecen,en

eStpaStmPOurellequelesaIutd'unmal血itetlrdontincessanmentlesloisladi)ivreront.》
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るがゆえに認めることができなして､○こうした論理展開は､自らがその｢共和

国の利益｣の代弁者を自認すること一その是非はともあれーによって初

めて可能となる｡しかも｢私｣･のこの態度選択は､古代共和国への歴史的参

照に基づいている以上､具体的には､法廷･議会･公共の広場等で演説を行

う雄弁家のイメージヘと直結することになる｡私たちは後で､｢私｣の説得の

ディスクーノ†が､古代の雄弁家の弁論への強烈な意識によって成立している

ことを見るだろう｡だがその具体的検証に移る前に､｢共和国｣における雄弁

家のステータスをめぐるディドロ自身の考え-ただし､ある時点での考え

-が素朴に表明された､『1763年のサロン』序文の文言を検討しておこう｡

真の雄弁は､大いなる公共の利害のただなかでしか姿を現さないだろう｡弁論

術は､雄弁家に対して国家の最高級の栄誉を約束しなければならない｡この期

待なしには､想像上の､ないしは所与の主題に心を奪われた者が､真実の激情､

深い熱意のために興奮することは決してないだろう｡そしてその時､世の中に

は､空疎な美文家しか存在しないことだろう｡要するに､護民官にならなけれ

ばならないのだ｡あるいは､執政官になることができなければならないのだ｡

自由が失われた後､アテネにもローマにも､もはや雄弁家は存在しなかった｡

修辞学の教師たちが､暴君たちと時期を同じくして出現したのである】5｡(傍点､

引用者)

デイドロはここで､古代ギリシア･ローマヘの歴史的遡行を通して､｢雄弁家｣

の倫理を追究する思想的態度を正当化している｡そのスタンスが徹底される

ならば､これは論理的帰結として表現内容の思想性にとどまらず､その内容

に見合った表現形式の側面､即ち美学的ないし修辞学的なレベルにも通底す

ることであろう｡言い換えれば､ディドロ自身の書きつけるテクストの中に､

古代の｢雄弁家｣の文章を想起させる数々の修辞技法がちりばめられねばな

らないはずだ｡それは､｢真実の激情｣｢深い熱意｣に駆動された｢雄弁家｣

の高邁な魂が､不可分のものとしての真･善･美を現前させる瞬間でなけれ

ばならず､またそれを読む者は心を揺さぶられ､説得させられるのでなけれ

ばならない｡こうした論旨の是非はともかくとして､それが､自身｢雄弁家｣

であったキケローの著作『弁論家について』を､何らかの形で踏まえたもの

15DPV;XIII,P.340:《Laviritable`loquencenesemontreraqu'aAlmi1ieudesgrandsint

publics･Il血Itquel,artdelaparoleprometteal,orateurlespremiercsdignitisdel,Etat･SanS

cet(eattcnte,l,呵ritoccupidessltjets血aginairesetdorn由,neS'ichau飴rajamaisd'unlbu
reel,d･tnedhaleurprofonde,etl,onn,auraquedes血6teurs･Pourbiendire,ilthutetre曲un
dupe叩1e,OuPOuVOirdevenirconsul･Apreslapertedelalibert6,Plusd,orateursnidans

Ath血es,hidansRome;1esd6clamatetmPartmtenmemetemPSquelestyrans･〉〉
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であることはほぼ間違いない｡

周知のように､プラトンが､知epist由8と技術也C血e､真理と真実らしさ､

哲学と弁論術との間に境界線を引達､それぞれの二項対立において後者を過

小に評価したのだとすればこアリストテレスは､それらの対比を厳密な体系

によって再把握し､･同時に後者一即ち弁論術の問題系一の重要性を復権

したと要約できる｡対してキケローは､彼らの示した二項対立の枠組み自体

を認めず､心と舌､行動の英知s叩ie血aと言論の英知､真理と技術は本質上

一体のものであると考えた｡これは､両者を考離しようとする思想的風土か
らは､実際の経験を踏まずに技術論に終始する｢修辞学の教師たち｣が出現

する恐れあり､との危機感に支えられていた｡これは当時の歴史的･政治的･

思想的文脈において､｢哲学=雄弁｣の凋落､｢自由｣の喪失､ひいては国政

全体の退廃に対する危機感と直結していた1占｡

キケローの考える真の｢雄弁家｣とは､万般にわたる広範な知識･教養を

おさめた｢自由人｣であり､人間心理を知悉する賢者である｡｢雄弁家｣は品

格dignitas､名聞血mavitae､人格の立派さprobitas,賢明さprudemiaなどの

全てにおいて秀でていなければならず､同時に､燃えるような祖国愛に支え

られ､国政の最重要事に関する助言､国民への働きかけ､徳の奨励､悪徳の

制止を執り行う賛務を負っている｡こうして｢雄弁｣は､最高の徳のひとつ

とみなされるのである｡以上の思想--一例えば｢修辞学の教師たち｣に対す

る侮蔑､｢雄弁｣が倫理的･政治的･社会的に最高の名誉とつながるという認

識､｢雄弁｣のうちに激しい祖国愛を見出すスタンス､｢雄弁｣と｢自由｣と

を一体のものとみなす思考等々-が､ディドロの『1763年のサロン』序文

においても同様に顕著であることは､もはや確認するまでもないだろう｡

18以上は､キケロー選集第七巻『弁論家について』加加わ柁(大西英文訳､岩波書店､

1999年)を訳者の解説を参照しつつ整理したものである｡●同時にラテン蘇原典のフラ

ンス語対訳版Ciciron,DeZ一伽Lew,bduitparEdmondCoutba鴫Paris,Soci6tid,Edition

く(LesBellesLet鵬S》,3voIs.を参照したことを付記しておく｡また､アリストテレス『弁
論術』戸塚七郎訳､岩波文庫､1992年､およびフランス藩版Adstote,RhiLorique,Gallimard,

19粥を参照した｡古代ギリシア･ローマのテクストに対するディドロの愛の深さにつ

いては､J･Se2neC,血saissurDidbvtetZAn句uiti,ClarendonPress,Oxford,1957を参照｡

ディドロは同時代のどの哲学者よりも古典を愛した､とセズネックは指摘する(糾ペ

ージ)｡そして､雄弁の伝統の文脈では､ディドロの崇敬の対象となっていた者の一人
としてキケローの名前が挙げられるだろう｡それは例えば､愛人ソフィーヘの手紙の

中で､1762年のカラス事件に触れながら｢デモステネスやキケローの雄弁｣の必要性

を指摘し､カラスに死刑判決を下した判事たちに対する弾劾演説を自分自身春きつけ

てみせる点にも見てとれる｡ⅦirPh7jdbyerpozLrCbLbs,15janVier1763,DPVⅥIl,

Pp･305-307(DideroLCb〝叩血ce,EditionsdeMinuit,tOmeIV;pp.179-181).
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｢雄弁家｣とその倫理性に関する､こうした思想的･政治的･歴史的文脈

を掩まえておくと､『ある父とその子どもたちの対話』の｢私｣の言説が美学

的･形式的にいかなる賭金を有しているのかがよりよく理解できる｡つまり､

少なくとも作品内部の一登場人物としての｢私｣は､『1763年のサロン』序

文およびキケロー『弁論家について』において示された思想を､おおむね忠

実に受け継いでいると思われるのだ｡なるほど厳密には一定の留保が必要か

もしれない｡というのも､『ある父とその子どもたちの対話』と執筆時期が近

い作品一例えば『ダランベールの夢』や『俳優に関する逆説』一の中で

は､ひとを感動させ教育しようとする賢者は自分自身を完全に統御し情念に

動かされてはいけない､という認識が示唆されているからだ0これは､｢真実

の激情｣｢深い熱意｣に動かされる雄弁家像を提示した『1763年のサロン』

とは正反対の立場であろう17｡しかしこうした相違点を別にすれば､いずれ

のケースにおいても､聴き手を教えるins加如､その好意を得るpl血e､感動

させる加Cher､という弁論の三要件自体は自明の前提とされている0そして

その意味では､私たちの論旨にさしたる影響はないのである0なぜなら『あ

る父とその子どもたちの対話』で問われているのは､雄弁家の心理状態いか

んではなく､｢雄弁｣そのものの有効性だと思われるからだ｡

だが先を急ぐ前に､まずは｢私｣の言説がいかなる点で｢雄弁｣を意識し

たものであるのかを検討しておかねばなるまい｡

雄弁という形式

例えば､｢私｣自身が医者である場合を反事実仮想的に想定した､以下の

｢私｣の言葉を見てみよう｡これは､悪執事の治療を言明するピッセー医師

に向かって説得を試みる過程から発せられたものであるが､古典の文章の記

1丁ディドロのこの思想的変遷が､医学的･生理学的な知見を道徳的･美学的な問題と

突き合わせることを通して可能であったという事実は､重要である｡この件に関する

詳細な研究は､Hk鮎血iI丸G卯ゐe抽〝川8和ね椚βIみね肋仏工郎タ"写ね那gJね¢∂〝扉ね虎

∫Ofc力αβfゐ叫Eono【gCb叫pion,P濾s,2001･なお､雄弁･法といった主題を扱う本稿

も､ディドロの道徳論の一側面を明るみにしようとしている｡その意味で､医学や生
理学などの科学的な知識と､雄弁･法に関する思想とが､道徳論という合流点におい

てどのような形で結びつけられ七いるのかを考えることは､今後の課題として興味深

い｡なお『ダランベールの夢』は1769年に執筆されていた｡つまり『ある父とその子

どもたちの対話』執筆の二年前である｡Ⅵ血A血町Wilson,βんお叫,∫αVfeβJ∫¢〃α椚･
La放〉山一Rim泊y,1957/1972,¢b.40,押･462ヰ74･
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憶に支えられた修辞技法の粋を尽くしている点で､優れて｢雄弁｣的なもの

と言えるだろう｡ ('ヱ
ヽ

′一 ■

ドクター､よく聴いてくノださい｡私はあなたよりも大胆不敵です｡私は空疎な

推論によって自分を束縛したりはしません｡私は医者です｡私は自分の患者を

見つめていま′す｡彼を見つめながら､私は彼が極悪人であることに気づきます｡

そしてこれが､私が彼に向かって行う弁論です｡｢不幸な者よ｡さっさと死ぬが

いい｡それが､お前の身に起こりうるあらゆることのなかで､･他人にとっても

おまえ自身にとっても､最もよいことなのだ｡私はよく知っている｡お前を苦

しめている胸の痛みを一掃するためには､`何をしなければならないのか､とい

うことを｡しかし私には､それを処方するつもりは少しもない｡私は､同国人

たちのまっただなかに再びお前を送り返したりしてまで､彼らのことを憎もう

とは患わない｡また､お前が犯すであろう新たな大罪によって､私自身に永遠

の苦しみを準備してまで､同国人たちのことを憎もうとは思わないのだ｡私は､

お前の共犯者には決してならないだろう｡･お前を家にかくまう者をひとが罰す

るというのに､お前を救った者のことを､私が無実だと考えるとでもいうのか!

それはありえないことだ｡もし私がひとつだけ後悔するとすれば､それは､お

前を死に引き渡すことによって､お前を死刑の苦しみから救い出してしまうと

いうことだ｡自然なる公正､社会の利益､わが同胞たちの安寧が､告発せよと

厳命している者を､私が生き返らせてやることなど決してないだろう｡死ぬが

いい｡そして私の技術と手当てによって､怪物の数がひとつ増えたなどと噂さ

れざらんことを18｡｣

この文章の内容は､公共の利益､同胞への配慮をうたう点で､『1763年のサ

ロン』序文の内容と重なる｡それに加えて､ここでは｢自然なる公正｣とい

う概念を通して､人間本性としての｢自然｣の声こそが真に｢公正｣な判断

を導き出す､という確信が語られている｡もっとも､この｢自然｣の声を､

たとえ｢哲学者｣という呼称を得ているとはいえ一個人であるに過ぎない｢私｣

18DPV;Ⅵ札P.471:《Docteur,6coutez-mOi.Jesuisplusi血郎idequevous;Jenemelaisse

POintbriderpardevainsmisonneme71tS.Je suis midecin,Jeregardemonmalade,enle

regardantjereconnaisunSC616rat,etVOicilediscoursquejeluitiens:Malheureux,dipeche-tOi
demourir;C,esttoutcequlPeutt,arriverdemieuxpourlesautrcsctpourtoi･Jesaisbiencc

qu,ilyaumitafairepourdissipercepointdec6t6quit,oppresse,naisJen,aigardede
l,ordonner;Jenehaispasassezmesconcitoyenspourtercnvoyerdenouvcauaumi1ieud,eux,

etmeprgparerimoi-meneune,douleurdtemelleparlesnouveaLuXfo血itsquetucommettmis.

Jeneseraipointtoncomplice.OJ)puniraitceluiquiterec色1edanSSamaison,etjecmirais

innocentceluiquit'auraitsauv6!Celanesepeut.Sij,aiunregret,C,estqu,entelivrant負1a

mort,jet'amcheaudemiersupplice.Jenem,occuperaipointderendrealavieceluidontil

m'esteQjointparl,iquitinaturelle･1ebiendelasoci鴫1esalutdemヲSSemblables,d,etrelc
d血onciateurlMews,etqu,ilnesoitpasditqueparmonartetmessolnSilexisteunmOnStre

deplns.》
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が､いかなる資格において代弁できるのか､という問いが発せられても不恩

義ではないだろう｡このことは後で検討する｡

さて､上の文章の技法面ではどのような特徴が見られるだろうか｡この点

についてよりよく理解するためにも､まずはデイドロ自身が｢雄弁｣の美的

効果の問題をどのようにとらえていたのか確落しておきたい｡それが最も顕

著に現れているのは､彫刻家ファルコネとの論争書簡のひとつ-1766年9

月-の中の､次の一節である｡

わが友よ､雄弁家の三段論法と哲学者の三段論法とのちがいについて､少しの

間注意を向けることをお許しください｡哲学者の三段論法は､よそよそしくむ

きだしの三つの命題によって構成されています｡哲学者は､それらの命題のう

ちのひとつについて､命題同士の結びつきを明らかにしようとしたり､あるい

はまた､同じようによそよそしくむきだしの三つの命題によって構成された､

もうひとつ別の三段論法によって､その真理を明らかにしようとしたりします｡

彼の論証の全行程が､このようにして続いていくのです｡それに対して雄弁家

は､自分の三段論法の命題のそれぞれを､無数の付属的な観念によって満たし､

飾り､美しくし､強くし､生命を吹き込み､生き生きとさせるのです｡つまり

それらの付属的な観念が､雄弁家の三段論法を支えているのです｡哲学者の論

証は､骸骨に過ぎません｡雄弁家の論証は､生き生きとした動物です｡それは

一種のポリープなのです｡それを切り分けてごらんなさい｡すると他のたくさ

んの動物たちが生まれてくるでしょう｡それは育の頭を持った怪物なのです｡

それらの頭のうちのひとつを切ったとしても､他の頭は相変わらず動き回り､

生き長らえ､脅威を与え続けるでしょう｡恐ろしい動物は傷つくでしょうが､

死ぬことはないのです｡この点に注意してください19｡

ここで重視されているのは､単に明噺な論理を並べることではなく､様々な

修辞を駆使して自らの主張に生命力を吹き込むことである｡この間題意識は､

キケローの説く｢弁論｣の三要件､即ち聴き手の好意の獲得conciliare､立証･

t9LettreaFalconetdeseptembre1766,DPV;XV;p.145:《Permettez,mOnami,queJe

m,arreteunmOment Surla di蝕nce des町1loglSmeS del'orateur et du philosophc;1e

!yllogismeduphilosophen'estco叩Siquedetroisprq)OSitionssbchesetnues,del'une
desquellesilseproposedeprouverlaliaison,OulaviritiparunautreSyllogismepa陀illement

COmPOS卓detroispropositionssbchesetnues,etainsidesuitependanttoutlecoursdeson

argumcntation･I:or8teurauCOntrairecharse,0rne,embe11it,fortiGe,anime,vivifiechacune,
despropositionsdesonsy1loglSme,d'uneinfinitid'idiesacccssoiresquileurserventd'appul･

L'argumentduphilosophen'estqu'unSquelette,Celuidel'orateurestunanimalvivant,C'est

uneeSPeCedepolype.Divisez-1eetilennahaunequantitid'autresanimaux･C'estunhydrea

CentteteS.Co叩eZtnedecestetes,lesautrescontinuerontdes'agiter;devivre,demenacer･
Uanimalterribleserabless`,maisilneserapasmort.Prenezgardeacela･》
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教化probare､聴き手の心を動かすことmovere､にもつながるものだろう｡

言論を生業とする者が真の目標として宰てるべきは､自らの主張の正当性を

自律的に証明するというにとゼ竜泉ず､むしろその言論の聴き手を心の底か
ら納得させ､｢正しい｣行野へと駆り立てることである｡言い換えれば､思想
とは､それ自体で甲み百足的に存在するのではなく､他者との関係性の中で

こそ育まれ､鍛えられていくものなのだ｡真理や倫理といった価値を､美学

的な問題と不可分であるとみなすディドロの思想的選択の賭金は､このよう

な認識を通じてその一端を垣間見せてくれる｡

以上の眼目を踏まえるならば､先に引用した｢私｣の弁論の技法的特徴､

それによって期待されている効果などが､おのずと理解されるだろう｡まず

技法上の特徴としては第一に､単純で散文的な表現というよりは､装飾的か

つ美文的な表現が多用されている｡第二に､明噺な演繹は度外視され(｢私は

空疎な推論によって自分を束縛したりしません｡｣)､崇高さ､優雅さ､高貴さ､

煽情的な激しさとでもいったものが､文章の基調的なトーンとなっている｡

たとえ｢私｣の情念自体は冷徹に自己統御されているにしても､である｡第

三に､事実とは異なる状況--一即ち｢私｣自身が医者の身に同一化した場合

-を仮設することを通して､伝達すべきメッセージに彩を添える修辞技法

を採用している20｡そしてこれらの技法は全て､聴き手であるピッセー医師

に対して､｢大いなる公共の利害｣のためには悪人を生き返らせてはならない

という倫理観を吹き込み､しかも実際の行動に駆り立てるねらいを持ってい

るのである｡

確認しよう｡｢私｣の雄弁は､1763年そして1766年時点のディドロ自身の

思想を､実践的にはほぼ代弁している｡しかしその｢私｣が､作品内部の一

登場人物であるということを忘れてはならない｡この作品では､超越的な語

り手の視点から全てが構成され､そして決定的な解が顕示される､という事

20この第三の修辞は､GeorgesMoliniehDidibnna鹿血rh6tor桓ue,LibmirieGinirale

Fr叫由,1992･に依拠するならば､e也opeeと呼ばれる技法に近いと思われる(pp.142-3)

ただしディドロが弁論術の体系を用寄レベルで理解していたと言いたいわけではない

技法を駆使した弁論の実践に長けている､という点こそが重要なのである｡これは､

ディドロが青年期に受けた､当時のレトリック教育とも関連している｡この点に関し

ては､ジョルジュ･スニデール｢17･1g世紀のフランスにおける教育学｣野沢協訳(ド
べス/ミアラレ編『教育の歴史1』波多野完治､手塚武彦､滝沢武久監訳､白水社､1977

年､所収)を参照｡なお､レトリックに長じていたディドロが､後年の教育改革論の

中でレトリック教育の廃止を主張している点は､理論的かつ実践的な間唐として研究

に催する｡Ⅵ}ir伽d,∽e∽ル郎桁〟d加地〟伽ク〟叫ぼ血那加鹿触∫d朗甜,嵐
山wh叫氾,pp.745-868.
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億は起こらないのである｡どういうことなのか､改めて具体的に見てみようQ

雄弁の機能不全

『ある父とその子どもたちの対話』において特筆すべきは､｢私｣の弁論の

豪著さ･華美さであると同時に､それに対する医師の反応のそっけなさであ

る｡先に引用した｢私｣の弁論の直後には､それを完全に無視したピッセー

医師の言葉が続いている｡彼は｢私の父｣に療養上の注意を与えるのだが､

それをきっかけに雑談めいた会話が始まる｡そのため｢私｣の弁論の内容を､

徹底して相対化するような､いやもっと言えばカリカチュア化するような状

況が現出してしまうのである｡

｢医師:こんにちは､お父さん｡ああ､それそれ｡夕食後はコーヒーは控えめ

にしてくださいね｡お分かりですか?｣/｢私の父:ああ!ドクター､コーヒー

は､とてもいいものじやないですか!｣/｢医師:せめて､たくさん､たくさん

砂糖を入れなさい｡｣/｢私の妹:でもドクター､砂糖を摂ると興奮してしまいま

すわ｡｣/｢医師:つまらんことを｡ではさよなら､哲学者さん2-｡｣

雄弁家としての｢私｣の説得は､切実な調子を強く打ち出していただけに､

逆にそのぶん､滑稽な印象をまとったものとなる｡この時､二つのレベルの

美学的問題が作品から浮上するのである｡第一に､｢私｣の弁論の美学的問題｡

ただしこれは､歴史的な限定がつくことを､私たちはキケローの著作との関

連性を示すことによって既に確認した｡第二に､｢私｣の弁論とその直後の会

話とのコントラストを通して浮き彫りになる問題｡これは､｢私｣の弁論の聴

き手もまた一個の意見を持つ発話者として存在することに関わる､つまり対

話的形式に内在する美学の問題なのである｡

弁論と対話との交錯によるこのような効果は､確かに作品の中では突出し

た一例である｡しかし私たちがこの一例を取り上げたのは､極端なケースの

諸問題を析出することによって物事の本質が見えやすくなると信ずるから

だ22｡もとより､対話の過程で試みられる｢私｣の説得の具体例は多岐に渡

2]DPV;ⅩⅡ,P.471:《Monpさre:Ab!Docteur;C'estuneSibellechosequeleca矧几e

docteur:DumoiJISbeaucoup,beaucoupdesucre･/Masoeur:Mais,Docteur,CeSuCrenOuS

血血肌戯初乱几edod¢W:Ch肌SOmS.Adieu,P鮎losopbe･》

公雄弁と対話のコントラストについては､18世紀後半から革命期までの言論形成を追

った次の論文が存在する｡Mi血elDelon,くくn∝由dela血蝕Idq眠,扇ompbedel'卓loquence
(1775-1800)》,mSLoinゐLbThiLoriqtLe血相J甘叩mOdeme]450-)950,SOuSladirection
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っている｡幾つかの例を挙げるならば､病人が大犯罪人だったとしても救う

のか､助けた悪人が自分の友人を殺してしまったとしたらどうするのか､な

どといった反事実仮想的な聞い確示､あるいはまた､ペストにかかった強
盗を殺した墓掘り人に対する称療演説､等々によって､｢私｣は医師に非を認

めさせようとしている∴これらの全てに対して､ピッセー医師は簡潔な反論
を対置する｡例えば､｢私｣に対して逆に問いただす形での｢病人が犯罪者で

あると宣告する権利は､誰にあるのですか?私ですか?｣｢彼の行いについて

裁く権利は､誰にあるのですか?私ですか?23｣といった発言である｡ここ

には､医師として担当する者に対しては､｢善人なのか?悪人なのか?｣とい

う価値判断の審級をカツコに括るスタンスが見て取れる｡価値判断上の解を､

ピッセーが持ち合わせていないという意味ではない｡彼は､敢えてその間題

を別の領域一後に見るように､法の領域一に属する物事とみなしている

のである｡というのも｢一歩でもそれを超えてしまったら､いずれ､どこで

止めていいか分からなくなってしまうだろう24｣から｡ここには､裁く権限

の所在に関する問い､言い換えれば､いかにして任意の個人が他者を裁く資

格を有するのか､という問いが存在している｡これは第一に､｢自然｣の声を

代弁する｢賢者｣の資格に関する問いへと変奏されることになる｡また第二

に､裁く主体は個人ではなく法自俸であるとの理念的命題にもつながるだろ

う｡

かくして､r私｣が雄弁家の倫理を賭けて試みた説得は､全て失敗する｡雄

弁の伝統を想起･模倣･反復することによって､古代共和国の道徳観の真正

性を現前させようとするねらいは､作品の持つもうひとつの形式一対話体

-のもとで､機能不全に陥るのである｡｢哲学者=雄弁家｣が獲得した真理

ないし認識は､透明かつ無媒介的に他者へと伝達されるわけではないばかり

か､言落という人間一般の共有する表現形式を潜り抜けることによって､む

しろ根源的な否定に出会う可能性すら畢むことになる｡ではなぜディドロは､

自分自身をモデルとした｢私｣なる登場人物に､そのような役回りを担わせ

deMarcFumaroli,PUF;pp.1001-1017.革命期に再興されることになったr雄弁｣の歴史

的意味･普遍的意味について考える上でも､ディドロが｢雄弁｣に対してとったスタ

ンスには､多くのヒントが隠されているように思われる｡また､フランス近世におけ
る｢雄弁｣については､MarcFumamli,エリ鮮血J勃留〟e乃Ceご朗`由r如ee′ねぎ血糊rぬ,鹿

ね点e仰血wαα〟∫e〟〟血J'如〟g血よ押ちP如s,HonorgCb皿Ip10n,1980.
23DPV;刃Ⅰ,P･470:《aqulaPPartient-ildeIediclarerma)血iteur?Est-Ceゑmoi?》ぬqui

叩pa止ient-ildeconn感t陀desesactions?Est_Ceimoi?》
24DPV;刃I,p･470:《S,ilhisaitunpasau-dela,bient6tilnesauraitpluso血s,arreter》
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たのか?
_,

それはとりあえず､かつての自分自身の思想､およぴそれが参照する過去

の思想に対する批判ゆえである､とみなしうる｡『1763年のサロン』や1766

年のファルコネ宛書簡に見られたような､｢雄弁｣の持つ倫理的､政治的､美

学的な賭金への素朴な憧僚､および歴史的な遡行を通した権威ある過去の著

作への率直な崇敬は､少なくとも『ある父とその子どもたちの対話』の中で､

典型的なしかたで相対化されるのである｡

しかしながら一方で､デイドロが｢私｣の弁論に託す形で､他ならぬ雄弁

自体を模倣･実践したという事実は見逃せない｡もし単に批判をするだけな

らば､かつての自分の態度ないし過去の著作家たちを､現在というメタ･レ

ベルの地点から否定すれば事足りるからである｡言い換えれば､ディドロは

一方で｢雄弁｣への変わらざる信を､他方でそれに対する拭いがたい懐疑を､

同時的に有していたと見るべきであろう｡事実､この作品の執筆後にも､雄

弁的なディスクールを縦横無尽に駆使しつつ､直後にそれを相対化する考察

を挿入する､といった相矛盾する実践を､彼は執拗に続けていくからである25｡■

『ある父とその子どもたちの対話』に見られるのも､｢雄弁｣およびそこに内

在する思想への自己同一化と批判との､鋭い対立であり持続的な交錯である｡

それは止揚されることのない弁証法であり､否定に否定を重ね続ける､絶え

間のない思考のプロセスなのである｡

こうした矛盾･対立を､現実的解決によってではなく､理念によって統御

するのが､ディドロ思想のキーワードのひとつである｢後世post血t引だろ

う｡実際､先に引いた雄弁の美学は､｢後世｣概念をめぐるファルコネとの論

争の中で展開されたのであり､またその往復書簡をつぶさに検討するならば､

｢後世｣という語にデイドロの託しているイメージが､古代共和国における

雄弁のイメージと極めて親和的であることが分かる｡しかし｢後世｣とは､

何かを最終的に解決する場所ではない｡むしろそのような場所が現実には存

在しない､という認識こそが､現実に対して絶えず統制的に働きうる仮想の

時空としての理念-｢後世｣-を召喚するの､である｡ここで､古代のみ

ならずディドロにおいても継承されている雄弁の伝統が､反事実仮想的な思

考の展開を､ひとつの基軸に据えていることを思い起こそう｡その時､｢後世｣

25その典型は『両インド史』た彼が挿入した諸断片であろう｡『両インド史』における

｢雄弁｣の問題については､MichelDelon,《L'appelaulecteurdansl'HLsLoiTY`ね∫

肋》,SVEC,t.286,PP.53-66;St`phanePqjol,《Lesformesdel'iloquencedanSl'mstoiTe
dbdezLX血dbs》,SVEC,t.333,1995,pp.357-369.などを参照｡
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という理念が､なぜ雄弁の理念と結びつきうるのかが理解できるのである26｡

だが､『ある父とその子どもたちの対話如こおいて措かれているのは､このよ

うな理念的な解決､解決なむざる靡決についてではない｡むしろそれぞれが
徹底して特殊なものでしかない個別具体的な局面において､それを生きる諸

個人のミニマルな生を､･いかに実践的に保証していくべきなのか､というこ

とが問題とされているからだ｡でなければ既に示唆したように､例えば｢私｣

のごとき｢賢者｣を自称する任意の者の価値判断が､ただちに別のある者の

生を侵犯する危険性も出てくるだろう｡だからこそ作品の中には､具体的な

ケースーそれがフィクションであるとしてもーが描写され､それらに対

して個別的に登場人物たちが判断をしようとする様が示されるのである｡そ

して決定的な解ではないにせよ､ある実践上の解､｢後世｣においては否定さ

れるかもしれないものの､抜き差しならぬその場その状況での判断基準とし

ては一定の機能を持つ暫定的な解が､提出されている｡それこそが作品の副

題の意味なのだが､これについて検討する前に､18世紀当時の一般的な｢雄

弁｣観がどのようなものであったのかを簡単に確認しておきたい｡

｢大いなる公共の利幸｣の不在

当時の一般的な見解を知る辛がかりとして『百科全書』は有効である｡こ

こでは特にヴオルテールとマルモンテルの共著とされている項目｢雄弁｣お

よび執筆者不明の項目｢表現法Eloc血ion｣について触れておきたい｡これら

の項目には､微妙な立場の差異はあれ､本質的な点で一敦した見解が見られ

るからである｡

まず項目｢雄弁｣には以下のような一節がある｡

次のことには注目しなければならない｡即ち､ひとが｢雄弁｣の諸々の規則に

祁｢後世｣とは､現在に対する未来であるのみならず､過去に対する現在でもあり､し

たがって限定された時間と場所を超えて偏在しうる普遍的な時空である｡しかし､だ

からこそそれは､どこにも存在しない｡ディドロの文章には､反事実仮想的な側面を

最も鮮明に表現する文鎮一即ち条件法¢Ondi血mel-が特徴的なしかたで使用され

るが､この条件法という表現形式と｢後世｣の存在様態一存在しない/存在する､と

いう二律背反的な様態-の間には密接な関係がある｡この件に関しては､別稿で具
体的な作品分析を通じて論じるつもりである｡その際に必要なのは､当然｢後世｣の

概念内容の分析だけではなく､むしろ｢後世｣として振舞う言論行為･表現形式の､

思想的メッセージ性であろう｡Ⅶi一匹eXe叩1e,血ねⅣgJね¢〃〝鴫0〟昆〟閻∫Ⅳ血

卿Jか混,DPV;ⅩⅤ
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っいて知悉していた国臥この地上にはギリシャをおいて他になかったという

こと､なぜならそれは真の｢雄弁｣が存在していた唯一の国だったからである

この数行後には､｢この｢雄弁｣は､アテネのような共和国の消滅とともに滅

んでしまった｡ひとは言う､崇高な｢雄弁｣は自由だけのものであると2g｡｣

と続けられ､さらにその先では､｢大いなる公共の利害｣を目的としないフラ

ンス人について否定的な言及がなされる｡

次に､項目｢表現法｣を見てみよう｡

ギリシャ人たちやローマ人たちは､共和政の政府のもとで生き､絶えず大いな

る公共の利事について気を配っていた○雄弁家たちは弁論の才能を､主にそう

した重要な目的のために使っていたのである29｡

この直後､｢雄弁は純粋に思弁的な主題desm血espwem¢鵬Sp加地vesにも

適用されうる｣と勘違いした者の｢過ち｣-プラトンがその典型一につ

いて触れられた上で､｢近代人の雄弁はもっとしばしば､この種の思弁的な主

題に適用されている｡というのも､大多数の近代人は､古代人のように､取

り上げるべき大いなる公共の利害をいささかも有していないからである｡近

代人たちはだから､雄弁を説得にのみ限定した時､古代人たちよりもさらに

多くの過ちを犯した30｡｣と結ばれるのである｡

もはや事態は明らかであろう0項目｢雄弁｣および項目｢表現軌で示さ

れている認識軋先に見た『1763年のサロン』におけるディドロの認識とほ

ぼ完全に重なる｡なるほど､｢ギリシャにのみ真の雄弁があった｣(項目｢雄

弁｣)､｢雄弁に関する過った考えを持つ古代人もいた｣(項目｢表現軌)､｢ア

テネにもローマにもかつては真の雄弁が存在した｣(『1763年のサロン』)

等々の歴史認識上の微細な相違点はある｡だが､｢真の雄弁｣と｢大いなる公

27A几《馳qq飢∝》d¢1･助耶ゆ肋:《Ilest色代ma叩モー叩Ia鋸∝触1as蝕1eco血ee

delaterreoBl･onconnhalorslesloisdcl･aoquence,ParCequeC,itoitlaseuleoBlav6ritable

`わ曾〟e〃α既b胤》

28血塊:《CetteiLoquencepiritavcclarepubliqueainslqueCelled,Ath血es･UiZoquence

sdblimen,appartient,dit-On,qu,alaliberti･》

29Ar(.《El｡Cution"del,助甲CZq,idie:《LesGrecsetlcsRom率ns,qulVivoientsousun

gouvemementripublicain･&oientcondnuellemetTtOCCup6sdegrandsintiretspublics:les

orateursappliquoientpricipalementacesobjetsimportanSletalentdelaparOle･》
301bid,:《L･eloquencedesmodemesestencoreplussouventappliquie良cessortesde

matieres,ParCequelapIBpartn･ontpas,COmmelesanciens･degrandsintdretspublics象

traiteL:ilsontdonceuencoreplusdetortquelesanciens,lorsqu,ilsontbom6l,i10quenCeaIa

p耶u舶i血･》
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其の利害｣｢自由｣といった政治的･倫理的価値との密接な結びつき､とりわ

け｢近代｣の｢フランス｣におけるそれらの価値の不在といった認識は､三

つのテクストのいずれもが共有囁いるのである31｡ .

｢近代｣の｢フランス⊥■′におし＼ては､どれだけ技術的に高度な弁論の文章

が綴られたにしても′､もはや古代のような｢真の雄弁｣が顕現することはな

い｡キケローの青葉を借りるなら､本質上一体であるはずの真理と技術､心
と舌が帝離してしまったゆえの､これは退廃である｡いまや人間の生の実態

は､理念との幸福な共生を忘却し､そこからかけ離れたところで自足してい

るのだ｡おそらくそれは､自由な市民たちが｢大いなる公共の利害｣のため

に政治参加を果たしうるような公的な場そのものが､当時の状況から失われ

ていたことと無関係ではないかもしれない√いずれにせよ｢真の雄弁｣の不

在､言い方を変えれば､雄弁家の倫理の限界､といった認識は､18世紀の知

識人が共通して抱えていたものとみなしうる｡ディドロの思想もその知的･

歴史的な文脈の圏内にあったことは間違いない｡だが､鹿に見てきたように､

メタ･レベルに立った歴史認識を構成するのではなく､雄弁の実践とその批

判を同時に行い､その両者の背反関係に内在する思想的なパースペクティヴ

をえぐり出そうとしている点に､ディドロの決定的な独創性が存する｡実際､

雄弁への信と懐疑という矛盾を､対話体形式によって表現･定着した『ある

父とその子どもたちの対話』では､その矛盾の一変奏として､哲学者の倫理

と法規範との相克という主題が立ち上げられているのである｡

｢公共の利害｣という最高の道徳規範と､｢雄弁｣との間の幸福な親和性に

懐疑の亀裂が走る中で､なおも社会の平和･安寧を目指さなければならない

とすれば､当然､別の原理が必要となる｡かくして｢雄弁｣の機能不全を別

の位相で捉えなおす時､｢法｣の問題が浮上するのである｡

二律背反から暫定的解へ

『ある父とその子どもたちの対話』には､冒頭から最後まで断続的に語ら

れているエピソードがある｡この話について､まず要約しておこう｡

‡lスタロバンスキーは､私欲のために用いられる雄弁と､公共の利害という理念との

深刻な相克が､18世紀思想上のテーマとなった旨を指摘している｡VbirJeanStarobinski,

《EloqumceetLibe正`》,月餅び甜おed触わお,1976,jmv卸pp.549-5砧.これはマルクス
誤示した歴史認識一近代国家における｢国家｣と｢市民社会｣の分裂-と､原理

劇なレベルで通底する｡
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｢私の父｣は､ティヴェ地方の主任司祭の死後､その通産相続の実務を行

うことになる｡相続の候補者たちは｢貧しく､大通り･田舎･教会の戸口な

どに散らばり､そこで物乞いをして暮らしていた32｣ので､遺産が手に入れ

ばこの上ない喜びであったし､｢私の父｣もこれに答えるべく実務をこなして

いた｡ところが｢蓋もなく､あらゆる無用の書類でいっぱいになった古い紆3｣

の中から､｢主任司祭の署名の入った遺書｣が見つかる｡その遺書は｢極めて

旧い日付のもので､遮音執行人に名指された看たちは既に二十年も前に死ん

でいた34｣｡そしてそこで｢包括受達者｣に指定されていたのは､｢パリの裕

福な本屋､フレマン家｣であった｡この｢古い箱｣の中には､フレマンから

神父に宛てられた二､三十もの手紙が未開封のまま放りこまれていた｡｢私の

父｣は苦悶する｡確かにこの遺書は法的な効力を持つとみなされるだろうが､

それが発見された状況からすれば､神父の遺志がそこに反映されているとは

推測しがたい､というのが彼の考えだった｡しかも彼は､着の身着のままの

貧しい相続候補者たちを前にして｢憐偶の情commis6ration｣にかられ､彼ら

にこそ遺産を渡してやりたいと切望していた｡

ここに､｢自然nature｣ないし｢良心conscience｣の声を聴くべきなのか､

｢法｣という｢正義ju5dce｣の声を聴くべきなのか､という問題が出来する｡

前者を主張する代表格としては｢私｣､後者のひとりとしては､｢私の父｣が

悩んだ未に忠告を求めに行ったプーアン神父がいる｡

｢私｣の主張の核心は､以下の一節に見られるだろう｡

自然は永久不変に善い法を作りました｡それは､それらの法の施行を保証する

正当な力なのです｡そしてその力は､悪人に対しては何でもでき､善人に対し

ては何もできません｡私は､この種の善人です｡これらの状況や､私が詳しく

述べるだろう他の多くの状況において､私は､自分の心､自分の理性､自分の

良心という法廷に､自然なる公正という法廷に､この力を召喚するのです35｡

ここで語られている見解とは､次のようなものである｡即ち｢自然｣こそが

32DPV;XII,P.467:((SeSh6ritiers,genSpauVreSetdispersissurlcsgrandschemins,dansles

CamPagrLeS,auXPOrteSdes6gliseso血ilsmendiaientleurvie(…)》
33DPV;刀l,･P.467:aunvieuxco缶esanSCOuVerCleetremplidetoutessortesdep叩eraSSeS》

34DPV;XII,P.468:《tmteStamentSigniducure!untestamentdontladateitaitsiancienne

queceuxqu,ilennommaitexicuteursn'existaientplLISdepuisvingtans!》
35DPV;ⅩⅡ,P.484:《Lanaturea蝕tlesbonncsloisdetouteitemiti;C'estuneforce

legitimequlenaSSurel,exicution,etCetteforcequlPeuttOutCOntrelemichantnepeutrien

contrel,hommedebien.Jesuisccthommedebien,etdanscescirconstancesetbeacollP

d,autresqueJeVOuSdetai11emis,jelaciteautribunaldemoncaur;demaraison,dema
COnSCience,aubibunaldel'iquitinaturelle.
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普遍的な道徳規範であり､｢私｣は哲学者としてその｢自然｣の声を解明し､

現実に適用する資格を有している､とヰご･この主張からすれば､全ての価値判

断は､｢私｣自身の｢自然=本性野山陀｣から下されうるし､それに見合った

行動を行う者こそが｢善本]とみなされることになる｡これをさらに展開す

れば､いかなる規準もイ私｣を束縛しない､つまり､一個の私人たる｢私｣

の言葉が普遍的倫理を現前する､といった思想が導き出されてくるはずであ

る0だから作品の末尾で､｢私の父｣の耳元で囁かれる｢私｣の以下の言葉は､

必然的な帰結であると言えよう｡｢お父さん､厳密に言えば､賢者にとっては､

いかなる法も存在しないのです｡(中略)全ての法は例外に従属しているので

すから､法に従うべきか､法をかなぐり捨てるべきかというケースについて

の判断は､賢者にこそ任せるべきなのです誉｡｣こうして｢賢者｣個人の判断

の正当性は｢自然｣の名によって保証され､｢私｣自身はその思想に一片の疑

間すら抱かないように見える｡

一方､作品ではこれに逆行する思想が対置されている｡｢私の父｣､｢私｣の

弟の他に､プーアン神父の主張はその一例と言えよう｡彼は､紙くず同然に

打ち捨ててあった主任司祭の遺書を焼き捨てようとした｢私の父｣に対して､

次のように諭している｡

証書を承認するかしないかという権限を､誰があなたに認めたのですか?死者

たちの意志を解釈する権限を､誰があなたに欝めたのですか?(中略)その証

書の公正さないしは不公正さについて判断する権限を､誰があなたに認めたの

ですか?そしてその包括遺贈を､あなたが想像したいような正当な返却ないし

はそれに類するような正当な行為としてではなく､不正な贈与であるとみなす

権限を､誰があなたに認めたのですか?(中略)誰にも､法を侵したり､死者

の考えのなかに分け入ったり､他人の財産を好きなように処分したりすること

は許されていませんユ7｡

これは作品の副題につながる認識である｡｢法の上に身を置くこと｣は｢誰に

も許されていないQ｣さもなければ｢私｣のように｢賢者｣を自称する者が､

36D釣=Ⅲ,P･495:《Monp色re,C,estqu,alarigueuriln,yapointdeloispourlesage.(…)

Tbutes6tantSqjettesadesexceptions･C,estaluiqu･ilq)Pardentdejugerdescaso血il伽ts,y

37DPV;XII,PP･474-5:《quleSt-CequlVOuSaautOris6a6terou良domerdelasanctionaux

actes?Quiest-Cequivousaautorisiainterpreterlesintendonsdcsmorts?(･･･)Quiest-CCqui

VOuSaautorisiAprononcersur1ajusticeoul,iQjusticedecctacte,etaregarderlelegs

universelcommeundonilliciteplut8tquecommeunerestitutionoute11eautreqeuvre16gitlme
qu'ilvousplairad,imaginer?(…)iln,estpemis島personned,enfreindreleslois,d,entrerdBLnS
hpensiedesmortsetdedi甲OSerdubiend･autmi.》
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自らに対して｢公正さないしは不公正さについて判断する権限｣を認めてし

まうことになるだろう｡｢自然｣｢良心｣の側に立って現行の｢軌に欠陥あ

りとみなす｢賢者｣の視点はこそもそも｢自然｣をいかなる資格と権限にお

いて代弁する叩一台Se山erことができるのか､という問いとともに批判される

のである｡プーアン神父の言葉に注意しよう｡彼は､｢私の父｣が｢憐偶の情｣

を感じることや､その感情を込めた形で状況の解釈をすること自体を否定し

ているわけではなく､そのような解釈を一つでも許してしまえば｢いずれ､

どこで止めていいか分からなくなってしまう｣危険性について指摘している

のだ｡彼の主張のなかで問われているのは､｢自然｣そのものの是非ではない0

個人が個人として行う認識･判断･実践が､｢自然｣というありうべき普遍的

価値といかなる回路で接続されうるのか､いやそもそも､そんな回路が存在

するのか､ということが問題とされているのである｡この藩識は､｢私の弟｣

によってパラフレーズされている｡

判事たちは､お父さんやプーアン神父のように､ひたすら厳叡こ法に従います0

彼らは立派なことをしているのです｡判事たちはこんな場合､お父さんやプー

ァン神父のように､諸々の状況に対して目をつぶるのです｡引き続いて起こる

であろう不都合のことを恐れるからです｡彼らは立派なことをしているのです｡

判事たちは､お父さんやプーアン神父のように､時には良心の判断に逆らって

でも､不幸な者や無実の者の利益を犠牲にするのです｡彼らを救うことによっ

て無数の詐欺師を放任してしまうことになってはいけないからです｡判事たち

は立派なことをしているのです｡判事たちは､お父さんやプーアン神父のよう

に､次のようなことをしてしまうのではないかと恐れるのです｡つまり､ある

決まったケースでは公正だとしても､他の千ものケースでは有事に機能するよ

うな判決を下してしまうのではないか､と｡というのも､その判決によって多

くの無秩序を導きいれてしまうことになるかもしれないからです｡判事たちは

立派なことをしているのですユさ｡

ここで示されているのは法的安定性という視点である｡｢私の弟｣にとっては､

法がひとを裁く-いかなる者も｢法の上に身を置く｣ことはできない-

38DPV;刀I,P.4S8:<{Lesjugcss,entienn印tS扇ctementalaloi,COmmemOnP色reetlepere

Bouin,etfontbien.Lesjugesfement,enpareilcas,1esyeuxsurlescirconstanCeS,COmme

monp色rcctlep色reBouin,PZLrl･曲oidesincorrvinientsquis,ensuivmient･etfbntbien･IIs

sacri鮎ntquelquefoiscontreletimoignagedeleurcon鐘ience･COmmemOnP色reetlepere

Bo血,1･interetdumdheureuxetdel,iJuOCentqu,ilsnepourraicntsBLuVerSanSIScherlabride

itne'in血itede別pons,etfbntbien.IIsredoutent,COmmemOnpereetlep～reBouin･qe
prononcerunarret6quitdledansunCiLSdetemine･maisfunestedanSmi1leautresparla

multitudededisordresa肌quelsilouvriraitlaporte,etfontbien･》
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ことが､理念的な原則である｡｢判事たち｣が｢ひたすら厳密に法に従う｣の

も､彼によれば､この理念を守るため瑳のだ｡なるほど実際には､事件への

｢法｣の適用のしかたが判事の判断によって異なる可能性は十分にあるとし

ても｡法的に判断すべき局面において私情をはさめば､そのことが法の権威

を侵し､ひいては洛体系内部での論理的整合性をも破壊することにつながり
かねない｡そこから｢多くの無秩序｣と｢不都合｣が｢引き続いて起こるで

あろう｣｡法規範のなかには､それが一貫性を伴った形で機能しなければなら

ない､という当為が既に組み込まれているのである｡

｢自然｣の代弁者を自認する｢哲学者｣からみれば､｢良心｣から見て悪法

と判断されるものに服従する必要はない｡他方､｢法｣を擁護する｢私の弟｣

が問うているのは､｢自然｣自体の価値としての正当性いかんではなく､果た

してそれが個人によって代弁されうるものなのか､という論点である｡極論

すれば､いかに悪法であってもそれが一貫して適用されれば､｢自然｣の論理

において行使される判断よりは､招き寄せる結果の悪は少ない､という思想

が｢私の弟｣の見解のうちには潜在しているのである｡かくして｢私の弟｣

は､雄弁家の倫理や｢自然｣の道徳を振り回す｢私｣に対して､実際的な見

地に基づいた批判を行う｡

いかなる立場の人間であっても､彼が何らかの共同体に所属し､またその

共同体の一橋成員としてしか実存できない以上､彼個人から発せられる価値

判断は｢法｣規範以上の普遍性を持たない･持ってはいけないのだ｡｢賢者｣

は､一私人として実存するという人間一般に共通の｢法則loi｣を背負わされ

ているのであり､そうである以上､彼の語る倫理が普遍的なものを現前して

いるとみなすことは危険である｡この認識は､啓蒙専制君主でさえ最終的に

は批判の風上に上げる､ディドロならではの思考方法であり､最良の啓蒙主

義が､啓蒙主義自体への自己批判を含んでいることの証左である39｡こうし

て｢雄弁家｣による説得の失敗は､必然的だったことが分かる｡｢雄弁｣への

信/懐疑という矛盾は､形態を変えて､｢法の上に身を置くこと｣の｢危険性/

必要性｣という二律背反として変奏され､そしてある結論とともに乗り越え

られようとしているのだ｡

もとよりその結論とは､掛け値なしに最善のものでもなければ､永久不変

】,啓嚢専制君主批判の主題は､エカテリーナニ世に宛てた作品において顕著である｡

A4hoibpowatheribLt6d.PaulVヒmiere,GamierFreres,1966;Obsen昭tioTZSSWLe

NhkEZZ,id･PaulⅥm赦e,ClassiquesGamier;1963;Didb"tetCbtheriTZeDlid.Maurice

恥nme胱,Calmmn-u呵り脳粗
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に通用するものでもない｡それ声あくまでも暫定的なものである｡そもそも

｢法がひとを裁く｣という理念自体が､実現の極度に困難なものであるのだ

から｡その自覚は｢私｣の弟の言葉の中にも刻印されている｡しかしそれが

暫定的であるにせよ､共同体の統治にあたって一定の権威を持つとするなら

ば､現実の個別具体的な生の局面の中で難しい対応を迫られた場合に､少な

くとも､ひとが著しい過ちを犯さずに行動しうる蓋然性は高まるであろう｡

法は理念としての超越看であり､社会の安寧を保証するための､ある種の手

続き的正義なのである｡

それにしてもまだ疑問は残る｡本当にそれでいいのだろうか?と｡法およ

びそれを司る政府権力が暴走を始めた場合､｢法の上に身を置くことの危険｣

をうたうだけでは､あまりに無力感の伴う態度選択ではないだろうか?これ

はモンテスキューの思想を受け継ぐディドロにとって､極めて重要な問いで

ある｡本稿では､この間いに対するディドロの答えとして､あくまでも｢哲

学者｣としての立場に立った場合のそれに限定して､一瞥しておきたい｡

｢狂った法｣への永久批判一『プーガンヴィル航海記補遺』

事は､既に『ある父とその子どもたちの対話』の圏外へと離れつつある｡

確かにこれから触れることは､この作品に内包されていた問題系の一環と言

える｡だがディドロは､この作品では満足な解答を示し得なかった点をめぐ

って､別の作品を通して､全く異なる様相のもとにそれを捉え直し､読み替

え､解決しようと試みているのだ｡あらかじめ指摘しておけば､この試み自

体からも遂に最終的な解が引き出されることはない｡解答を出すというより

は､問いを立て直し､問題の新たな姿を引き出すことが､ディドロにとって

思想の謂いであるから｡ここでその役割の一端を担っているのは､1774年ご

ろまでに『文芸通信』に発表された『ブーガンヴィル航海記補遺』(以後､『補

遺』と略記)である｡この作品の第玉章には､匿名の人物たちの以下のよう

なやりとりがある｡

｢A:では､習俗という言葉を､あなたはどのような意味で理解しているのです

か?｣/｢B:法に対する全体の服従､法に合致した品行のことであると理解し

ています｡その告が善いものであるにせよ､書いものであるにせよ､です｡も

しその法が善いものであれば､習俗も善いものとなります｡もしその法が悪い

ものであれば､習俗も悪いものとなります｡もしその法が､善いものであろう

と悪いものであろうと､全く守られなければ､社会にとって最悪の状況となり
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ます｡習俗が全く存在しなくなるのです仙｡｣

1､j

ここでは､法の善し悪しをめこぐる価値判断は一旦カツコに括られている｡共

同体の問題を考える場合､.少なく'■盲もディドロにとって最も本源的なのは､
法の倫理性そのもの.ではなく､法がその共同体において規範として機能しえ

ているかいなか､･ということである｡｢習俗｣がいかに堕落しようとも､その

事態を引き起こすような実定法の欠陥がいかに深刻であろうとも､法の支配

という必要最低条件が遵守されているのであれば､その共同体には改善可能

性がある｡しかし法が法として機能しないケJスにおいては､社会の抱える

危機は決定的に深刻なものとなる○規範がひとつに統合されていないこと､

それは無法･無秩序の日常的な横行､つま9事実上の､その共同体の崩壊を
意味しているからだヰ1｡ディドロは､具体的な常識感覚から生まれる善悪の

価値基準の此岸に､オルタナティヴな倫理を定位する｡｢習俗｣とは､そのよ

うなレベルでの倫理であり､そこには､共同体では｢秩序｣-ここでは法

の支配-が維持されるべきである､という当為が組み込まれている｡だか

らこそ｢習俗｣の不在は､･｢最悪の状況｣とみなされるのだ｡

これが､｢法の上に身を置くことの危険｣を主題とする『ある父とその子ど

もたちの対話』の､延長線上にある認識であることは明瞭だろう｡だが重要

なのはその先である0必要条件としての法の支配が確保された状況下､｢賢

者｣にはある役割が義務づけられているのだ｡

狂った法に対して批判の言葉を発し続けましょう｡その法が改革されるまでず

つと｡そして改革を待つ間臥その法に従いましょう｡自らの私的権威によっ
て悪法を破る者がいれば､他のあらゆる者が善い法を破ることも正当化されて

しまいます｡たったひとりで賢者でいるよりも､愚か者たちの間で愚かにして

40DPV;Ⅱ,Szw伽entauVbyageautourdumonde鹿Bozuihv勒pp.629-630:《A:

Qu'entendez■VOuSdoncpardesmqさurS?個:J,entcndsunCSOumissiong血iraleettmeconduite

COnSiquenteadesloisbonnesoumauvaises･Silesloissontbonnes,1esmcurssontbonnes;Si
lesloissontmauvaises,lesmcurssontmauvaises･Sileslois,bonnesoumauvaises,neSOnt

pointobservies,1aplreCOnditiond,tJneSOCiiti,i]n･yapointdemcetm.》

4I『プーガンヴィル航海記補遺』で臥｢三つの軌という考え方が示される｡ヨーロ

ッパには｢自然軌｢市民軌｢宗教軌という法規範が同時に存在しているため､ひ
とは時と状況によって参照する規範を都合よく取り替え､結果としていかなる法も

｢軌として機能しなくなってしまう､というのがそこでのディドロの趣旨である｡

これは『ある父とその子どもたちの対話』における｢法の上に身を置くことの危険｣
という認識をさらに押し進めたものである｡Ⅵ血Ⅰ血ducdonde肋抽お乃d加〆柁

㈹∫郎eJ痴傭,朗･LewhteちtOmeIX,pp.72-7g.
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いるほうが､不都合は少なレ＼ものなのです屯0

ここで確静しておこう｡『補遺』は､｢道徳的観念とは関係のないある種の肉

体的行為を､道徳的観念と結びつけることの不都合をめぐる､AとBとの対

話｣という副題に見られる通り､性交一般､近親相姦､乱交等々の倫理性を

問うた作品である｡それゆえ『ある父とその子どもたちの対話』のように､

｢法｣をめぐる暫定的ではあれ一般的な見地を提示した作品とは異なり､『補

遺』の主題は特殊な領域に限定されたものとの見方が成り立つだろう｡つま

り二つの作品を､留保なしに地続きのものとみなすことは慎まなければなら

ない｡

にも関わらず､上に引いた一節は､それ自体としては一般的な文脈に適用

可能な命題である｡事実それは､｢後世｣をめぐるディドロの議論の中では､

とりわけ悪法を批判し続けながらも､その法に従って毒杯を飲むソクラテス

の英雄的なイメージとともに､しばしば反復確認される羅識なのである0

引用箇所で語られていることは､疑問の余地のない程に明瞭であろう0｢哲

学者｣も一私人である以上､彼の名ないし｢自然｣の名において普遍的な倫

理観を現前させうると主張する権限､ましてやそれを社会に適用できると主

張する権限を持ち合わせるべきではない○だが､この当為は､いささかも｢哲

学者｣の思想的･倫理的確信自体を打ち消すものではない0彼は一私人とし

て｢法｣に服しながらも､その｢法｣の欠陥､悪､誤謬を矯正するために､

絶え間のない批判を浴びせ続けるのであるo｢狂った法｣への批判は､おそら

くは｢哲学者｣が特権的に持ちうる知的権利でもあり､同時に｢哲学者｣と

名指される者に固有の責務でもある｡もとよりこれ臥あくまでも哲学者個

人としての立場表明であって､実際の社会システムの改革､およびそのため

の政治的な技術等が､ディドロにとって同様に根本的な課題であったことは､

言うまでもない｡国家統治の円滑な機能を考察することの極限においては､

当然､権力の暴走を堰きとめ､場合によっては革命の可能性をも反事実仮想

的に検討しておく､といった批判意識も現れてくる｡この観点に則って書か

れたものの最高の一例が､時のロシア皇帝エカテリーナニ世に向けた建言書

『訓令に関する所見』であろう｡

42DPV;Ⅹ軋p.643:《Nousparleronscontrelesloisinsensiesjusqu'acequ'onlesrifomeet

enattendantnousnousysoumettrOnS･Celuiquidesonautoritiprivieen鮎intuneloi

m餌Ⅴaise,autOrisetoutautreacn鮎indrelesbonnes･Ilyamoinsd,inconv血ientaetrefou

卯∝des払心甲'i蝕忙髭喝etOutS¢ul･》
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法を破ってはならない/法を破らなくてはならない｡ディドロはこのアンチ

ノミーを提示し､同時にこれを解決す萄ために『ある父とその子どもたちの

対話』を書いている｡しかレこゐ倖晶では､留保なしの結論が示されるわけ
ではない｡持続的な思考q変遷を通して､現実にひとが行動する上での指針

として暫定的な解答が出される｡その解答とは､副題にも見られるように､

法を破ってはなら`ない､という命題である｡

だが､その命題もさることながら､それが導き出されるにいたった思考の

過程こそが読まれなければならない｡とりわけ､真理のためには時として｢法

を破らなくてはならない｣との立場を堅持する｢哲学者｣を設定し､対話形

式の中にはめ込むことによってディドロが産み出した思考実践のダイナミズ

ムを｡そこでは､古代共和国における｢雄弁家｣のステータスが召喚され､

共和主義の価値観-一倫理的･美学的･政治的･歴史的-のもとにこの世

界の全ての事象に対処しようとする思考類型が存分に展開されると同時に､

その価値観が全く別の価値観からの否定を経験することによって追い込まれ

る機能不全の様が書き込まれる｡古代においては幸福な調和のもとに共生し

えていた-と18世紀知識人が考えた-｢大いなる公共の利害｣の観念と

社会の平和･安寧の観念は､このようにして分裂を宣告され､それに代わっ

て､現実面での最小悪を重んじる政治学的な配慮から､｢秩序｣の維持､即ち

活の支配という主題が､改めて定位し直される｡

これは言うまでもなく､この世界に関する超越的な認識の不可能性という､

ディドロにとっては根本的な前提である思想とつながっている｡何らかの価

値判断を下す場面における最終的な解の不在､｢われわれの判断の多様性｣と

いう不可避的な現実､そこから生まれる深刻な人間的対立を､｢法｣は､解消･

緩和･調停するために存在する｡そこで目指されているのは､多様な個人が

串らの私的権威にしたがって｢多様な判断｣を行使する事態を防ぐことであ
る｡個人による普遍の代表という主題への懐疑が､人間を超えた価値規範の

必要性を要求するのである｡

しかし一方でその｢法｣が､国家権力によって､そしてそこに潜在する暴

力の可能性によって担保されている現実がある｡だから｢酷｣が｢狂って｣

しまった場合､その暴走を緩和するための様々な政治的技術が必要となる｡

こうした技術論について『ある父とその子どもたちの対話』自体は詳らかに

しない｡この作品が問題とするのは-それを正面から取り上げるのは『補

遺』なのだが-｢哲学者｣としていかなる態度選択をすべきかということ

のみである｡その態度とは､絶え間のない法=国家批判である｡
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こういってよければ､ディドロが身を置いていたsemem･e場所は､法の｢上

au-dess恨｣でも｢下餌-dessous｣でもなく､そのどちらでもあり､したがっ

てそのどちらでもない不在の､反現実仮想的な場所であった｡言い換えれば､

彼は､共和主義の臨界､および｢法｣の臨界を､もろとも明らかにするよう

な視点から考えたのであり､それは法と倫理の間に介在せざるをえない亀裂

を常に想起させる類のものである｡とはいえこの視点は､具体的にどの場所

にあるのかを指示できるような､固定的なものではない｡それはむしろ可変

的なのだ｡

言い方を換えよう｡ディドロは､普遍の確信と､現実におけるその適用と

の間で､往還的な思考を持続する｡理念と現実との間の相克は､ディドロに

とって､何か最終的な解決や止揚がもたらされるようなものではない｡彼は､

普遍への志向を手放さぬ一方で､実際上の状況や諸要素に対する柔軟な対応

を忘れない｡彼の態度選択上の原則とは､いかにより少ない悪とともに人間

のミニマルな生を保証できるのか､その最低限の保証の後でいかにして現実

を矯正していくことができるのか､を吟味し続けることであった｡要するに､

普遍の確信､最小暮の政治学､そして矯正可能性の模索といったスタンスが､

順繰りに彼の価値判断の過程で浮上し､その都度その都度の選択の指針とな

るのである｡著作ごとに判断を変え､前作との矛盾をものともしない彼の思

考法は､いい加減さゆえに可能となったわけではない｡全く逆に､徹底的に

~賞した自己吟味の持続が､彼自身をして終わりのない判断の修正を行わし

めるのである｡ディドロを読む時に必要なのは､したがって彼の可変性の源

を､恒常的な変化を生み出す原理を､汲み取ろうとすることなのだ｡
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